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株式交換に係る事後開示書画

(会社法第 791条第 1項第 2号、第 801条第 3項第 3号及び会社法施行規則第 190条に定める書

面)

東日本旅客鉄道株式会社 (以下、「JR東 日本」という。)及び株式会社 JR中央線コミュニティデザ

イン (以下、「JR中央線コミ畢ニティデザイン」という。)は、2026年 2月 17日 付で両社の間で締結

した株式交換契約 (以下、「本株式交換契約」という。)に基づき、2026年 3月 17日 を効力発生日と

して、」R東 日本を株式交換完全親会社、JR中央線コミュニティデザインを株式交換完全子会社とす

る株式交換 (以下 「本株式交換」という。)を行いました。

本株式交換に関する会社法第 791条第 1頂第 2号、第 801条第 3項第 3号及び会社法施行規則第

190条に定める事後開示事項は下記の通りです。

記

1.株式交換が効力を生じた日 (会社法施行規則第 190条第 1項)

2026年 3月 17日

2.株式交換完全子会社における会社法第 784条の 2、 第 785条、第 787条及び第 789条の規定に

よる手続の経過 (会社法施行規則第 190条第 2号 )

(1)会社法第 784条の 2の規定による手続の経過

会社法第 784条の 2の規定による請求を行つた」R中央線コミュニティデザインの株主はおり

ませんでした。

(2)会社法第 785条の規定による手続の経過

」R中央線コミュニティデザインは、会社法第 785条第 3項の規定に基づき、2026年 2月 17

日付で、本株式交換をする旨並びに株式交換完全親会社である」R東 日本の商号及び住所を株主



に通知しましたが、会社法第 785条第 1項に基づく買取請求を行った」R中央線コミュニティデ

ザインの株主はおりませんでした。

(3)会社法第 787条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

(4)会社法第 789条の規定による手続の経過

該当事項はありません。

3.株式交換完全親会社における会社法第 796条の 2、 第 797条及び第 799条の規定による手続の
経過 (会社法施行規則第 190条第 3号 )

(1)会社法第 796条の 2の規定による手続の経過

」R東 日本は、会社法第 796条第 2頂本文の規定により、本株式交換契約について会社法第 795

条第 1項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いましたので、会社法第 796条の 2

の規定による請求の手続について、該当事項はありません。

(2)会社法第 797条の規定による手続の経過

JR束 日本は、会社法第 797条第 3頂及び社債、株式等の振替に関する法律第 161条第 2項の

規定により、2026年 2月 20日 付で、」R東 日本の株主に対し、本株式交換をする旨並びに株式

交換完全子会社である 」R中央線コミュニティデザインの商号及び住所を電子公告にて公告し
ました。なお、」R東 日本は、会社法第 796条第 2項本文の規定により、本株式交換契約につい

て会社法第 795条第 1項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いましたので、会社

法第 797条の規定による請求の手続について、該当事項はありません。

(3)会社法第 799条の規定による経過

該当事項はありません。

4.株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数 (会社法施行規
則第 190条第 4号 )

本株式交換により」R東 日本に移転した JR中央線コミュニティデザインの株式の数は、本株

式交換により」R東 日本が JR中央線コミュニティデザインの発行済株式の全部 (ただし、JR東

日本が所有する」R中央線コミュニティデザインは除きます。)を取得する時′点の直前時の JR中

央線コミュニティデザインの発行済株式総数から」R束 日本が所有する JR中央線コミュニティ

デザインの数を除外した、927,780株 です。

5。 その他株式交換に関する重要な事項 (会社法施行規則第 190条第 5項 )

(1)」R東日本は、会社法第 796条第 2項本文の規定により、本株式交換契約について会社法第
795条第 1項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、会社法第



796条第 3項に規定に基づき、本株式交換に反対する旨を」R東 日本に通知した JR東日本

の株主は 1名であり、その有する株式の数は合計 1,000株でした。当該株式数は会社法施

行規則第 197条に規定する数を下回うております。

(2)」R中央線コミュニティデザインは、会社法第 784条第 1項の規定により、本株式交換契約

について会社法第 788条第 1項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。

(3)」R東日本は、本株式交換に際して、効力発生日の前日の最終の JR中央線コミュニティデザ

インの株主名簿に記載又は記録された株主 (ただし、」R東 日本を除きます。)に対して、そ

の保有する 」R中央線コミュニティデザインの普通株式 1株につき JR東 日本の普通株式

0,45株の割合をもつて、」R東 日本の普通株式を割当交付いたしました。なお、JR東 日本が

割当交付した」R東 日本の普通株式の合計は 417,501株 であり、そのすべてを JR東 日本が

保有する自己株式により充当したため、新たな株式の発行は行つておりません。

(4)本株式交換に伴い増加した」R東 日本の資本金及び準備金は、以下のとおりです。

① 資本金  :0円
② 資本準備金 :会社計算規則第39条に従い」R束日本が別途定める額

③ 不可益準備金 :0円

以 上



本書は原本であります。
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